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月～金曜日 
（祝・休日を除く） 

◆消費生活等相談 097-534-0999 （9：00～17：30） 

◆消費生活特別相談 097-534-0999 
　　　　第３日曜日（休館日）を除く日曜日 （13：00～16：00） 

◆食品表示110番 097-536-5000 （9：00～16：30） 

◆男女共同参画についての申出 097-534-8477 （9：00～17：00） 

◆女性総合相談 097-534-8874 （9：00～16：30） 

◆女性のための仕事相談 097-534-8614 （9：00～16：30） 

◆県民相談 097-534-9291 （9：00～16：30） 

業務（行政）に関する連絡先 

●消費者行政に関すること（県民生活班） 
 牲097-534-2038 
●男女共同参画行政に関すること（参画推進班） 
 牲097-534-2039 
●NPO行政に関すること（県民活動支援班） 
 牲097-534-2052 
●その他（会議室利用等）の問い合わせ（代表電話） 
 牲097-534-4034

「第７回大分県ボランティア市民活動推進大会」参加者募集 「第７回大分県ボランティア市民活動推進大会」参加者募集 

内閣総理大臣表彰 
― 事例発表 ― 
(株)夢のぼり工房 
秦　千恵美 氏 

― 事例発表 ― 
(株)井上酒造 
井上　睦子 氏 

　大分県男女共同参画審議会会長等として、10年
以上にわたって「大分県男女共同参画推進条例」の
制定、「おおいた男女共同参画プラン」の策定など
に尽力され、男女共同参画の推進に貢献された、山
岸治男氏（大分大学教育福祉科学部教授）が本年度
の男女共同参画社会づくり功労者として、内閣総理
大臣表彰を受賞しました。 
　山岸氏は「受賞は皆さんの協力のおかげ。大分県
が目指す子育て満足度日本一は、男女共同参画社会
が基本になります。実現に向けて今後も努力したい」
と述べられました。 
　本年度の受賞者は全国で10人 (うち男性は2人） 

― 講演会 ― 
佐伯市観光協会副会長 
橋本　正恵 氏 
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消費生活のひろば 

消費者啓発講座「まさか 私が…」 
あなたの町に出かけます。 

「あいた～！しもうたぁ！！」とならないために「悪質商法撃退講座」など、消費生活に関する啓発講座を実施しています。 
高年者、中・高・大学生などのヤング、主婦などの一般消費者、勤労者等々、さまざまな年代、職業、人数に応じた講座を用

意しています。お声がかかれば、無料で県内の何処へでも出かけて行きます。 
小人数でも受付けますので、お気軽にお申し込みください。 

〈お申込み先〉電話：097-534-4034　FAX：097-534-0684　E-mail：a13040@pref.oita.lg.jp

＜国東市社会福祉協議会安岐支所＞ 
高年者講座 

地域のみんなで助けあって、 

だまされないようにしましょう。 

＜住友化学(株)大分工場＞ 
勤労者講座 

クレジットや悪質商法の講話等、 

勉強になりました。 

＜豊の船　別府の会＞ 
一般消費者講座 

悪質商法にだまされないための対策や 

対処の仕方など、参考になりました！ 

ケ ー ス　（事例１）パソコンや携帯電話でアダルトサイトなどにアクセスしたところ、いきなり「登録完了！ありがとうござい
ます」などと表示され、高額な料金を請求される。 
（事例２）芸能情報サイトなどアダルトサイトとは関係のないサイトを閲覧していたところ、意図せずにアダルトサ
イトに接続してしまい、料金を請求される。 

アドバイス　①あわてて業者に連絡しないこと。IPアドレスなどから住所や氏名は知られないので、個人情報は伝えないこと。 
②利用料金の請求を受けても、言われるままに支払わず、事前に消費生活相談窓口に電話すること。 
③不用意にアクセス・クリックしないこと。 

悪質商法の手口「ワンクリック請求」

食品表示合同立入調査を実施しました。 
大分県では、県内の食品取扱施設における食品表示の適正化を図ることを目的に、食品衛生法、農林物資の規格化及び

品質表示の適正化に基づく法律、健康増進法及び不当景品類及び不当表示防止法等を所管する機関が、食品表示合同立入調
査を、保健所ごとに、毎年６月・８月・10月・12月の計４回実施しています。平成21年度の調査対象施設は、スーパー
マーケット、ドラッグストア、道の駅、土産品店、農水産物直販所等でした。 
 平成22年度の第1回立入調査は、６月15日（火）に別府市で実施されました。調査では、東部保健所、東部振興局及

び県民生活・男女共同参画課等の職員がスーパーマーケットに赴き、それぞれの機関が
所管する法令等に基づき、アレルギー物質（えび、かに）を含む食品を含め、それぞれ
食品の表示を調査しました。 
調査において不適正な表示等が判明した場合には、直ちに現場で改善指導を行います。

特に、プライベートブランド商品については、表示内容の適正化について重点的に指導
することとしています。 
なお、悪質な違反が疑われる事例等が発見された場合は、各法を所管する機関が連携

して別途調査を行い、不適正表示の一掃に向け、改善指導等を徹底して実施しています。 



男女共同参画のひろば 

６月25日（金）～７月３日（土）の９日間「アイネス男女共同参画ウィーク2010」

を開催しました。女性のチャレンジ賞受賞者２名による事例発表と佐伯市観光協会

副会長の橋本正恵氏の講演会に始まり、期間中は12グループによるワークショッ

プの他、各種講座（起業家入門講座・再就職応援セミナー・映画講座）、パネル展

示等を行いました。 

▲事例発表・講演会には90名が参加 

フラワーアレンジメント 

性別や世代、職業を問わず 
たくさんの方が参加しました。 

パステルシャインアート ハンドマッサージ ピラティス 

女性に多い悩み 

体験型 

ワーク・ライフ・バランスを考える 不妊についてのお話 DVに関するレジリエンス  ―寸劇―　寛一お宮の自立 

男女共同参画を考え
る 

各
種
講
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映 画 講 座 起業家入門講座 

再就職応援セミナー 

起業における心構えや手続き 
融資・支援制度の紹介など 

履歴書・職務経歴書 
自己PRの記載指導など 

「サラエボの花」の
上映とパネリストに
よるトークショーも
行いました。 



県民活動支援のひろば 

アイネス★ホッと通信・2010年８月号（平成22年８月１日 発行）／大分県消費生活・男女共同参画プラザ〈アイネス〉

第3回 

用語解説 
「NPOの役割」とは？ 

参加募集 

子育て支援サークル「グッドイナフの会」 
～子育ては、「あせらず、意気込まず、自然体で」～ 

▲橋本さん（前列右側）はじめ、グッドイナフの 
　会のみなさん、ありがとうございました！ 

▲昨年の大会 

「第「第７回大分県ボ回大分県ボランテンティア市民活動推進大会」市民活動推進大会」参加者募集参加者募集 「第「第７回大分県ボ回大分県ボランテンティア市民活動推進大会」市民活動推進大会」参加者募集参加者募集 「第７回大分県ボランティア市民活動推進大会」参加者募集 

県内で様々な活動をされているNPO団体を訪問し、活動の状況などをお伝えします。 

＊アイネスや「アイネス・ホッと通信」に関するご意見・ご感想をお寄せください。 

おおいたNPO情報バンク『おんぽ』（http://www.onpo.jp/）で情報発信しませんか？ 団体や活動の情報をお待ちしています。 

子育て支援サークル「グッドイナフの会」を訪ね、平成21年度に受託した提案公募型委託事業の
成果など代表の橋本純子さんにお話を伺いました。「地域で気軽に子育てのことを相談できるところ
があるといいね」という保護者の声をきっかけに、平成10年サークルを立ち上げたとのこと。 
委託事業でペアレントトレーニング（注※）を県下４カ所で開催し、家庭における子育ての悩み、

課題を具体的に話し合い、支援、指導のあり方などを保護者を中心に教員、行政関係者とで学んだ。
継続してやってほしい、他の地区でもやってほしい、フォローアップしてほしいなど様々な声が寄せ
られている。また、発達の遅れなど子育てに関するガイドブック「あなたの街の子どもの障がい相談
室」は1,100部作成したが残部はわずか。遠くは東京からも反響があったとのこと。 

★６月の新規認証団体：「青山白梅会（別府市）」「あしがる（大分市）」「しだれの里を創る会（竹田市）」 

社会的なサービスを提供する際に、政府や自治体等が行おうとすれば広く多くの人の了解が必要となり、また企業が利益の上が
る見込みのないサービスを継続して提供するとは考えにくいものです。NPOの役割とは、こうした政府・自治体や企業では扱いに
くいニーズに自発的に対応することです。 
社会的な問題を解決するため、制度改革に対する提言をすること等もNPOの重要な社会的な役割といえます。 

●いま取り組んでいることについて 
年２回の常設相談会や行動療法に基づくペアレントトレーニングなどの研修を行

っている。最近は個別相談も増えている。 
＜相談会の予定＞ 
９月４日（土）杵築市大内公民館　問合せ　橋本代表（090-1367-1971） 
●今後について 

障がいを持っている人たちの出口づくり。就労の場所づくりをめざしたい。就
労支援のサポートはまだまだの状況。１団体では解決できないことを輪を広げてい
き、つないでいきたい。いろんな悩みに対応し、ひとりで悩まず一緒に考える、
子育てはグッドイナフ（ほどよく）で。 

「ボランティア・市民活動で地域を支えよう」をテーマに第７回大分県ボランティア市民活動推進大会が
下記の日程で開催されます。基調講演、活動事例発表、各種ボランティア団体の活動展示コーナーなど内
容も盛りだくさんです。どなたでも参加できますので会場に足を運ばれてはいかがでしょうか。 
基調講演の講師は、新潟市で空き家を活用した常設型地域の茶の間「うちの実家」を運営されている河

田珪子さんです。「うちの実家」は、全国のコミュニティカフェの先駆けといわれ、各地から視察に訪れる人
が絶えません。先日もＮＨＫテレビ福祉ネットワーク「あなたの居場所は、ここにある　コミュニティカフェ
の“聖地”」で放送されるなど、全国の注目を集めています。 
なお、基調講演、活動事例発表への参加は事前申込みが必要です。 
参加を希望される方はお住まいの市町村の社会福祉協議会へ８月31日（火）までにお申込みください。 

社会福祉法人大分県社会福祉協議会　大分県ボランティア・市民活動センター 
〒870-0907大分市大津町２丁目１番41号　TEL097-558-3373　FAX097-558-1296

事務局 

開催日時 
平成22年9月19日（日）
10:00～14:45 

場　　所 
ビーコンプラザ 
フィルハーモニアホール 
（別府市山の手町12－1） 
主　　催 
大分県社会福祉協議会 

※ペアレントトレーニング（親訓練）とは、親が「行動原理」を使って、子どもの問題を扱える 
　ように親を訓練すること。 




